
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
主要面（ 16）を有し、その固定位置に第１および第２の３次元研磨材複合材料（ 12）を配
置したシート状構造を備える研磨材製品（ 10）であって、該各複合材（ 12）は、バインダ
ー（ 14）中に拡散された研磨材粒子（ 13）を含み、かつ、特定の寸法を含む異なりかつ見
分けることできる境界（ 15）によって形成された正確な形状を有し、該第１の研磨材複合
材料は特定の第１の寸法を有する第１の正確な形状を有し、該第２の研磨材複合材料は第
２の特定の寸法を有する第２の正確な形状を有し、該各研磨材複合材料は、少なくとも４
つの平面によって形成される境界を有し、一つの複合材料の隣接する平面はエッジで交わ
ってその間に交差角を形成し、該第１研磨材複合材料の交差角の少なくとも一つは、該第
２の研磨材複合材料の交差角の全てと異なる、研磨材製品。
【請求項２】
（ａ）バインダープレカーサー中に拡散された複数の研磨材粒子を含む研磨材スラリーを
準備するステップと、
（ｂ）前面と後面とを有する基材（ 41）と、その少なくとも一方の主要面に複数のキャビ
ティ－を備える製造ツールとを準備するステップであって、該各キャビティ－は
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、
バインダー（ 14）中に拡散された研磨材粒子（ 13）を含み、かつ、特定の寸法を含む異な
りかつ見分けることできる境界（ 15）によって形成された正確な形状を有し、該第１の研
磨材複合材料は特定の第１の寸法を有する第１の正確な形状を有し、該第２の研磨材複合
材料は第２の特定の寸法を有する第２の正確な形状を有し、該各研磨材複合材料は、少な



第１および第２の３次元研磨材複合
材料（ 12）の
反転形状を有している、ステップと、
（ｃ）該研磨材スラリーを該製造ツール（ 46）の複数の該キャビティー内に塗るための手
段（ 44）を準備するステップと、
（ｄ）該基材の該前面を該製造ツールに接触させて、該研磨材スラリーが該前面を濡らす
ステップと、
（ｅ）バインダーを形成するために該バインダープレカーサーを硬化させるステップであ
って、該硬化時に該研磨材スラリーが複数の研磨材複合材料に変形される、ステップと、
（ｆ）特定の寸法を含む異なりかつ見分けることができる境界によって形成された正確な
形状をそれぞれ有する該基材に取り付けられた複数の研磨材複合材料を与えるために該硬
化の後に該基材から該製造ツールを分離するステップとを備える請求項１記載の研磨材製
品を製造する方法。
【請求項３】
（ａ）ワークピース表面と請求項１記載の研磨材製品とを摩擦接触させるステップと、
（ｂ）該研磨材製品または該ワークピースの少なくとも一方を他方に対して相対移動し、
該ワークピース表面の表面あらさが減少されるステップとを備える、ワークピースを磨く
方法。
【請求項４】
その主要面に形成された複数のキャビティーを有するシート状構造を備え、該各キャビテ
ィ－は

第１および第２の３次元研磨材複合
材料（ 12）の
反転形状を有している、請求項１記載の研磨材製品を製造するための製造ツール。
【請求項５】
前記研磨複合材料の形状が角錐であり、基材から計測された高さが全て同じである請求項
１記載の研磨材製品。
【発明の詳細な説明】

本発明は、精密な形状を有する複数の研摩材複合材料が設けられた主要面を持つシート状
構造体を有する研摩材製品であって、その精密な形状が全て同一ではない研摩材製品に関
する。また、本発明は、研摩材製品の製法、上記研摩材製品の製造に用いられる製造ツー
ル、及び、面仕上げを減じるための上記研摩材製品の用法に関する。

一般に、研摩材製品は、一体型構成体（例えば研削砥石）として一体に接着された複数の
研摩材粒子や、共通の基材（例えば被覆研摩材製品）に別個に接着された複数の研摩材粒
子を利用している。長年にわたって、ワークピースへの研摩や仕上げには、上記したタイ
プの研摩材製品が利用されてきたが、当該分野における問題は残されたままである。
例えば、研摩産業が直面しており解消されないままの問題は、切削率（すなわち、ワーク
ピースが削られる所定時間当たりの量）と、研摩材製品がワークピース表面に行う仕上げ
との関係が概ね反比例することによって生じている。すなわち、研摩が行われるワークピ
ースに、比較的高率の切削を行い、それと同時に、比較的きめ細かな面仕上げを行う研摩
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くとも４つの平面によって形成される境界を有し、一つの複合材料の隣接する平面はエッ
ジで交わってその間に交差角を形成し、該第１研磨材複合材料の交差角の少なくとも一つ
は、該第２の研磨材複合材料の交差角の全てと異なる

、

、
バインダー（ 14）中に拡散された研磨材粒子（ 13）を含み、かつ、特定の寸法を含む異な
りかつ見分けることできる境界（ 15）によって形成された正確な形状を有し、該第１の研
磨材複合材料は特定の第１の寸法を有する第１の正確な形状を有し、該第２の研磨材複合
材料は第２の特定の寸法を有する第２の正確な形状を有し、該各研磨材複合材料は、少な
くとも４つの平面によって形成される境界を有し、一つの複合材料の隣接する平面はエッ
ジで交わってその間に交差角を形成し、該第１研磨材複合材料の交差角の少なくとも一つ
は、該第２の研磨材複合材料の交差角の全てと異なる

、

技術分野

従来技術



材製品の設計は困難である。このことは、きめの粗いグリッド（すなわち、粒子寸法が比
較的大きい研摩材粒子）を用いるものから、きめの細かいグリッド（すなわち、粒子寸法
が比較的小さい研摩材粒子）を用いるものまで、幅広い研摩材製品が販売されている理由
を説明している。異なるグリッド寸法の研摩材製品を別個に順番に使うことによって、高
率の切削ときめ細かな仕上げという両方の最終目標はある程度は達成されるが、実施が面
倒で時間もかかる。当然のことであるが、高い切削率ときめ細かな仕上げとを同時に行う
単体の研摩材製品は、当該産業においてさらに便利であって、強く望まれている。
上記目標の他に、研摩産業においては、ワークピースに安定した面仕上げを行いながら、
かき傷（スクライビング）及び／又はチャターを減じ、防止するような研摩材製品が望ま
れている。かき傷とは、非常に目立つ不要な溝がワークピース表面に生じて、表面粗さ単
位（ Ra）が増大することを意味する。 Raとは、掻ききずの深さの算術平均である。通常、
溝が生じる場合には、溝は、ワークピース表面に、研摩材製品がワークピース表面に対し
て行う相対運動の方向に延在する。一方、チャターとは、ワークピース表面に形成される
不要な繰り返しパターンを意味しており、概ね、ベルトの駆動方向に対して垂直な方向に
、規則正しい間隔をあけている。
新規の改良された研摩材製品を製造する種々の試みがなされてきたが、上記した問題の完
全な解決には至っていない。以下にあげる参考文献のリストは種々の研摩材製品を開示し
ているが、いずれの参考文献も上記問題に完全に満足な結果をもたらしてはいない。
個々に列記すると、米国特許第 2,115,897号明細書（ウッデル氏等）は、基材を有する研
摩材製品を教示しており、該基材に接着剤によって接着されているのは、接着された研摩
材製品よりなる複数のブロックである。上記の接着された研摩材ブロックは、特有のパタ
ーンで、接着によって基材に取り付けられている。
米国特許第 2,242,877号明細書（アルバートソン）は、圧縮研摩材ディスクの製法を教示
している。この製法は、繊維材基材を覆うバインダ層に、研摩材粒子を埋め込むステップ
を含んでいる。その次に、加熱及び加圧下で、成形型を用いてバインダ及び粒子層に成形
パターンすなわち輪郭を付与し一定の厚さにして、圧縮研摩材ディスクを形成する。上記
のように成形された研摩材ディスク表面は、成形ダイの輪郭の逆の、特有の作業表面パタ
ーンを有する。
米国特許第 2,755,607号明細書（ヘイウッド氏）は、ランドや溝の形状の研摩部分があっ
て、例えば、その全面にわたって直線あるいは蛇行パターンを形成することが可能な被覆
研摩材を教示している。基材前面に接着材コートを貼付し、その後、接着材コートにコー
ミングを行って山や谷を形成し、接着材コート表面にパターンを付ける。ヘイウッド氏の
発明には、上記コーミング作業によって接着材コートに形成されたそれぞれのランドや溝
を同じ幅及び厚さにするのが好ましいが、変えてもよいことが開示されている。次いで、
接着剤コートを凝固させた後に、上述のパターン付き接着剤コートのランドや溝に、研摩
材粒子を均等に分散する。ヘイウッド氏の発明に使用されている研摩材粒子は、バインダ
内の他の粒子と共にスラリーの状態で用いられることのない、別個の粒子である。そのた
め、個々の研摩材粒子は不規則かつ不正確な形状である。
米国特許第 3,048,482号明細書（ハースト氏）は、基材と、接着システムと、該基材に該
接着システムによって取り付けられる研摩材グラニュールとを備えた研摩材製品を開示し
ている。この研磨材グラニュールは、研摩材粒子とバインダとの複合材料であって、上記
接着システムとは別体である。研摩材グラニュールは、立体で、好ましくはピラミッド型
である。研摩材粒子の製造に当たっては、まず、成形工程によって研摩材グラニュールを
製造する。次に、基材を成形型内に配置し、次いで、接着システムや研摩材グラニュール
も上記型内に配置する。上記成形型はパターン付きギャビティなので、研摩材グラニュー
ルは、その基材に、特有のパターンを有することになる。
米国特許第 3,605,345号明細書（アントン）は、ラップ仕上げタイプ研摩材製品に関する
。バインダと研摩材粒子は一緒に混合された後、グリッドから基材に噴射される。グリッ
ドがあることによって、パターン付き研摩材コーティングが得られる。
英国特許出願第 2,094,824号明細書（ムーア氏）は、パターン付きラップ仕上げフィルム
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に関する。研摩材スラリーを準備し、マスクを通してスラリーを加えて、別個のアイラン
ドを形成する。その後、樹脂すなわちバインダを硬化する。マスクは、シルクスクリーン
、ステンシル、ワイヤ、あるいはメッシュとするとよい。
米国特許第 4,644,703号明細書（カッツマレク氏等）は、基材と、該基材に接着された研
摩材コーティングとを備えた、ラップ仕上げを行う研摩材製品に関する。さらに、上記研
摩材コーティングは、ラップ仕上げ寸法の研摩材粒子と、遊離基重合によって硬化される
バンイダとよりなる懸濁液を備えている。該研摩材コーティングは、グラビアロールによ
って、一定のパターンを有する形状とされる。
米国特許第 4,773,920号明細書（チャスマン氏等）は、基材と、該基材に接着された研摩
材コーティングとを備えている、ラップ仕上げを行う研摩材製品に関する。該研摩材コー
ティングは、ラップ仕上げ寸法の研摩材粒子と、遊離基重合によって硬化されるバインダ
とよりなる懸濁液を備えている。該研摩材コーティングは、グラビアロールによって、一
定のパターンを有する形状にされる。
米国特許第 4,930,266号明細書（カルハウン氏等）は、研摩材グラニュールが強固に接着
され、かつ、横方向に所定の間隔をあけて実質的に平面に並べられている、パターン付き
研摩材シートを教示している。本発明においては、研摩材グラニュールは、衝突（ imping
ement）技術によって貼付されているので、グラニュールは、それぞれ、自然に研摩材基
材に貼付される。これによって、研摩材シートは精密に調節された間隔をあけている研摩
材グラニュールを有することになる。
米国特許第 5,014,468号明細書（ラビパティ氏等）は、眼科的な適用を意図したラップ仕
上げフィルムに関する。該ラップ仕上げフィルムは、放射線硬化性接着バインダに分散さ
れた研摩材粒子よりなるパターン付き表面コーティングを備えている。このパターン付き
表面コーティングは、基材から離れるにつれて幅が狭くなる、複数の別個に隆起している
立体よりなる構成にされている。上記パターン付き表面の製造に当たっては、研摩材スラ
リーをグラビアロールに加えて、表面に一定の形状を付与した後に、スラリーをロール表
面から取り外して、放射線硬化性樹脂を硬化させる。
米国特許第 5,015,266号明細書（ヤマモト氏）は、研摩材接着スラリーで型押シートを均
等に覆うことによって得られる研摩材シートに関する。上記のように形成された研摩材コ
ーティングは、ベースシートの不規則性に対応する、スラリーの表面張力によって形成さ
れた、高率研摩部及び低率研摩部を有することになる。
米国特許第 5,107,626号明細書（ムッシ）は、複数の精密な形状の研摩材複合材料を備え
た被覆研摩材を研摩することによって、支持体にパターン付き表面を形成する方法に関す
る。該研摩材複合材料は揃った配列であって、また、該研摩材複合材料は、バインダに分
散された複数の研摩材粒子を備えている。
米国特許第 5,152,917号明細書（パイパー氏等）は、ワークピース表面に、比較的高率の
切削と、比較的きめの細かい面仕上げとの両方を行うことが可能な被覆研摩材製品を開示
している。パイパー氏等の発明によって構成された研摩材は、規則正しく揃ったパターン
で基材に接着された精密な形状の研摩材複合材料を含んでいる。パイパー氏等の発明によ
って、その中でもとりわけ上記のような研摩材の構成によって備えられる、研摩材複合材
料の輪郭の堅固性によって、作業を行なう面に堅固な面仕上げを行うことが容易になる。
1990年３月 23日に公開された日本国特許出願昭和 63－ 235942号明細書は、特有のパターン
を有するラップ仕上げフィルムの製法を教示している。研摩材スラリーが、ツールにある
凹部の網状構造を覆う。その次に、ツールに基材が貼付され、研摩材スラリー内のバイン
ダが硬化される。そして、上記のように形成された被覆研摩材がツールから取り外される
。バインダは、放射線エネルギーや熱エネルギーによって硬化される。
1992年６月２日に公開された日本国特許出願平成４－ 159084号明細書は、ラップ仕上げテ
ープの製法を教示している。研摩材粒子と、電子ビームによって硬化される樹脂とを備え
た研摩材スラリーを、凹部に網状構造を有する凹版ロールや凹部プレートの表面に加える
。次いで、研摩材スラリーを、バインダを硬化させる電子ビームに露出させて、ラップ仕
上げテープをロールから取り外す。
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本願出願人に譲渡された、 1992年１月 13日に出願された米国特許出願第 07/820,155号明細
書（カルハウン氏）は、研摩材製品の製法を教示している。研摩材スラリーが、型押支持
体にある凹部を覆う。これによって形成された構造体を基材にラミネート加工して、研摩
材スラリー内のバインダを硬化させる。型押支持体は取り外され、研摩材スラリーは基材
に接着される。
米国特許第 5,219,462号明細書（ブルックスブート氏等）は、研摩材製品の製法を教示し
ている。研摩材スラリーが、実質的に、型押基材の凹部のみを覆う。研摩材スラリーは、
バインダと、研摩材粒子と、発泡剤とを備えている。コーティングした後、バインダは硬
化され、発泡剤が作用する。これによって、スラリーは、型押基材表面で発泡する。
本願出願人に譲渡された、 1993年１月 14日に出願された出願米国特許出願第 08/004,929号
明細書（スパージョン氏等）は、研摩材製品の製法を教示している。該特許出願の一側面
では、研摩材スラリーは型押支持体の凹部を覆う。放射線エネルギーが型押支持体から研
摩材スラリーへと伝達されて、バインダは硬化される。
本願出願人に譲渡された、 1993年５月 26日に出願された米国特許出願第 08/067,708号明細
書（ムッシ氏等）は、構造研摩材によって、ワークピースに磨き仕上げを行う方法を教示
している。この構造研摩材は、基材に接着されている、複数の精密な形状の研摩材複合材
料を備えている。磨き仕上げの間、構造研摩材は振動する。
ピッチが可変なのこ歯の使用は、レノックス・コーポレーションによって配布された商業
広告に、「レノックス・ハックマスター・Ｖ・バリ・トゥース・パワー・ソー・ブレード
」というタイトルで記載されている物品のように、バランスのとれた切断作業と素早い作
動を行うための、弓のこブレード用切断エッジとして開示されている。この弓のこブレー
ドのデザインは、のこぎりの金属バーのストックや、連結ワークピースとして有用であり
、また、孔、スロット、すなわち妨害物と協働させるのに有用であると記載されている。
この弓のこブレードのデザインは、複雑な立体作業面を備えた２つの摩擦面の間での摩擦
による研摩に適用可能であるとは明記されておらず、また、レノックスの出願は、その手
段を開示してはいない。
上記特許、すなわちピエパー氏ほか、にしたがって作られた研摩材製品のあるものは、高
いカット比（ rate of cut）と相対的に微細な仕上げとの両方をもたらす研摩材製品であ
るかもしれないが、この研摩材製品が用いられたとき、ある従来技術の研摩材製品によっ
て作用される表面に引っ掻き傷が生じる可能性があることが観察されている。たとえば、
多くの研摩材製品は、減少されるべき作用面に対して方向制限を有する。すなわち、ある
製品では、すべての方向には使用することができない。事故または無視によって不正確に
使用されたならば、すなわち、このような研摩材製品が操作者によって、作用される面に
正確にそろえて配置されなければ、これらの研摩材製品は、他のものとの間で、作用面に
引っ掻き傷を生じる可能性がある。
したがって、研摩工業は、不都合な引っ掻き傷をより生じにくく、かつ、より広い研摩条
件により適合可能である、多用途で高カット比、微細仕上げの研摩材製品を、非常に高く
評価するであろうと理解することができる。

本発明は、高カットレートであるが相対的に微細な表面仕上げを与える研摩材製品を提供
する。本発明は、複数の正確な形状の研摩材複合材料が配置された主要面を有するシート
状構造を有する研摩材製品を提供する。全ての形状が同じというのではない。本発明は、
この研摩材製品の製造方法と、その製造方法において役に立つ製造ツールと、この研磨材
製品を用いて表面あらさを減少させる方法を提供する。
一つの実施例において、本発明は、その固定位置に複数の３次元研摩材複合材料配置され
た主要面を有するシート状構造を備える研摩材製品に関する。上記各複合材料は、バイン
ダー中に拡散された研摩材粒子を含み、かつ、実質的に特定の寸法を含む実質的に異なり
かつ見分けることできる境界によって形成される正確な形状を有し、この正確な形状は全
てが同じというのではない。
さらなる実施例において、上記研摩材複合材料の実質的に全てが対をなし、各対は２つの
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一致しない研摩材複合材料を含み、一方の研摩材複合材料は隣接する研摩材複合材料の形
状とは異なる形状を有する。
また、本発明の他の実施例は、上記研摩材複合材料は、特定の第１形状を有する第１の正
確な形状を有する第１研摩材複合材料と、第２の正確な形状と第２の特定の寸法とを有す
る第２の研摩材複合材料とを含み、上記第１および上記第２の特定の寸法は同じではない
研摩材製品に関する。
本発明の研摩材製品のさらなる実施例において、上記第１および第２の研摩材複合材料は
、それぞれ、少なくとも４つの平面によって形成される境界を有し、隣接する平面は交わ
ってある長さのエッジを形成し、上記第１の複合材料の少なくとも１つのエッジは上記第
２の複合材料の全てのエッジの長さとは異なる長さを有する。さらなる実施例において、
上記第１複合材料の少なくとも１つの上記エッジの長さは、上記第２の複合材料のどのエ
ッジの長さに関しても、 1:1を除く 10:1から 1:10までの間で変動する長さを有する。
本発明の研摩材製品の他の実施例において、上記第１および第２研摩材複合材料は、同じ
ではない第１および第２の幾何形状をそれぞれ有する。たとえば、上記第１および第２の
幾何形状は、立方体、角柱、円錐、円錐台、円筒、角錐、および角錐台を含むグループか
ら選択されることが可能である。
本発明の研摩材製品の他の実施例において、各研摩材製品は、少なくとも４つの平面によ
って形成される境界を有し、隣接する平面がエッジで交わって、その間に交差角を形成し
、上記第１研摩材複合材料の少なくとも１つの交差角は、上記第２の研摩材複合材料の全
ての交差角とは異なる。好ましい実施例において、上記第１研摩材複合材料の隣接する平
面の交差は０゜または 90゜に等しくない。そのさらなる実施例において、実質的に全ての
上記研摩材複合材料は角錐形状を有する。
本発明の他の好ましい実施例において、上記研摩材製品の面は、一つの加工方と対向する
サイドエッジとを有し、かくサイドエッジは上記加工方向軸に平行であり、各サイドエッ
ジは、上記面に垂直である第１および第２仮想面内にそれぞれあり、複数の平行で細長い
研摩隆起部が上記面において固定位置に配置され、各隆起部は、その横切中心に配置され
た縦軸を有し、上記第１および第２面と０゜または 90゜のどちらでもない角度で交わる仮
想線に沿って延在し、上記各研摩隆起部は、上記縦軸に沿って間欠的に間隔を設けられた
複数の上記３次元研摩材複合材料を含む。
本発明の研摩材製品のさらなる実施例において、上記複数の平行で細長い研摩材隆起部は
第１および第２グループ内に配置され、上記第１および第２ブループは上記主要面の上記
加工方向にまたは上記加工方向に直角な方向に重ならない位置に配置され、上記第１グル
ープ内の少なくとも１つの研摩隆起部の上記縦軸が、上記第２グループの研摩隆起部の少
なくとも１つの縦軸から延在する仮想線と交わる仮想線に沿って延在する。
本発明の研摩材製品のまた別の実施例において、各研摩隆起部は、上記面から間隔を設け
られた一つの末端を有し、各末端は上記面とは間隔を設けられかつ平行である第３の仮想
面まで延在する。たとえば、一実施例において、上記各研摩材複合材料は、上記面から末
端まで約 50マイクロメートルから約 1020マイクロメートルまでの範囲内の同じ値の高さが
計測される。
本発明の研摩材製品の他の好ましい実施例において、研摩材複合材料は、上記主要面に、
約 100から約 10,000個 /cm2までの密度で固定される。さらに他の実施例において、上記面
の実質的に全ての面積が上記研摩材複合材料によって覆われる。
ここで上記した研摩材製品を製造する方法に関する本発明の他の実施例において、この方
法は、
（ａ）バインダープレカーサー中に拡散された複数の研摩材粒子を含む研摩材スラリーを
準備するステップと、
（ｂ）前面と後面とを有する基材と、その少なくとも一方の主要面に複数のキャビティー
を備える製造ツールとを準備するステップであって、各キャビティーは特定の形状を含む
異なりかつ見分けることができる境界によって形成される正確な形状を有し、この正確な
キャビティー形状はすべてが同じということではない、ステップと、
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（ｃ）上記研摩材スラリーを上記製造ツールの複数の上記キャビティー内に塗るための手
段を準備するステップと、
（ｄ）上記研摩材スラリーが上記前面を濡らすように上記基材の上記前面を上記製造ツー
ルに接触させるステップと、
（ｅ）上記バインダープレカーサーを硬化させてバインダーを形成し、該硬化時に上記研
摩材スラリーが複数の研摩材複合材料に変形させられるステップと、
（ｆ）上記硬化の後に上記基材から上記製造ツールを分離し、上記基材に取り付けられた
複数の研摩材複合材料を与えるステップであって、各複合材料は、特定の寸法を含む異な
りかつ見分けることができる境界によって形成された正確な形状を有し、上記正確な研摩
材複合材料形状は全て同じということではないステップとを備える。
好ましくは、連続的な方法で６つのステップが実行され、それによって、コーティングさ
れた研摩材製品を製造する有効な方法が提供される。
代わりに、製造ツールのキャビティ－が形成された面に塗布された基材を接触させる前に
、製造ツールの代わりに基材に研摩材スラリーが塗布されて、同じようにキャビティーに
満たされることができる場合にも、この方法が実行されることが可能である。
さらに他の実施例において、ここで開示された研摩材製品は、ワークピースのあらさを減
少させる方法に用いられる。この方法は、
（ａ）ワークピース表面と上記研摩材製品とを摩擦接触させるステップと、
（ｂ）上記研摩材製品または上記ワークピース表面の少なくとも一方を他方に対して相対
移動し、上記ワークピース表面の表面あらさを減少させるステップとを備える。
また別の実施例において、本発明は上記した研摩材製品を製造するための製造ツールに関
する。このツールは、その主要面に形成された複数のキャビティーを有するシート状構造
を備え、各キャビティーは特定の寸法を含む異なりかつ見分けることができる境界によっ
て形成される正確な形状を有し、この正確なキャビティーは全てが同じというのではない
。
本発明の他の実施例には、マスターと、上記した製造ツールを形成するために使用される
この方法の製造物とを作る方法がある。上記マスターは、第１仮想面内に延在する主要面
を有し、
（１）次のサブステップにより、隣接する３次元形状の対向する右と左の平面に対応する
角度を決定するステップであって、上記各角度は、その平面と、上記マスター面に対して
法線方向に延在しかつ上記面と接触する上記平面のエッジを含む平面との間で計測される
一つの値を有し、サブステップは、
（ｉ）０゜と 90゜との間であって０゜と 90゜とを含まない角度をランダムに選択すること
ができる乱数発生手段を用いて、０゜と 90゜との間であって０゜と 90゜とは含まない角度
を選択し、第１の右側の３次元形状の第１の右の平面の第１の右半分の角度を確立するサ
ブステップと、
（ ii）上記乱数発生手段を用いて、０゜と 90゜との間であって０゜と 90゜とは含まない角
度を選択し、上記第１の右側の３次元形状の上記第１の右の平面に対向する第１の左側の
３次元形状の第１の平面についての第１の左半分の角度を確立するサブステップと、
（ iii）上記第１仮想面内において直線的に延在する第１方向に沿って、上記第１の左側
の３次元形状に隣接して配置された第２の左側の３次元形状の第２の左の平面まで進行し
、上記乱数発生手段を用いて、０゜と 90゜との間であって０゜と 90゜とは含まない角度を
選択し、上記第２の左の平面について第２の左の平面の角度を確立するサブステップと、
（ iv）上記乱数発生手段を用いて、上記第２の左の平面に対向する第２の右側の３次元形
状の第２の右の平面について０゜と 90゜との間であって０゜と 90゜とを含まない一つの値
を選択するサブステップと、
（ｖ）上記第１方向に沿って、上記第２の右側の３次元形状に隣接して配置された第３の
右側の３次元形状まで進行するサブステップと、
（ vi）少なくとも１回、上記（ｉ）、（ ii）、（ iii）、（ iv）および（ｖ）のサブステ
ップをその順に繰り返すサブステップとからなる、ステップと、
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（２）上記第１仮想面内において直線的に延在する第２方向の隣接する２列に配置される
隣接する３次元形状の左および右の平面について上記角度が決定される点を除きステップ
（１）を繰り返すステップであって、上記第１および第２方向は交わる、ステップと、
（３）上記マスターの上記面のある幅について、カッティング手段によってによって削ら
れることが必要とされる溝の位置を決定する手段を用い、ステップ（１）および（２）に
よって計算された上記角度を有する複数の正確な３次元形状を形成する一連の交差する溝
を形成するステップと、
（４）カッティング手段を準備し、ステップ（１）および（２）によって計算された上記
角度とステップ（３）によって決定された上記溝位置とにしたがって上記マスターの上記
面に溝を削り、上記面から突出する複数の正確な３次元形状を形成する一連の交差する溝
を形成するステップであって、上記各正確な形状は特定の寸法を含む別個の見分けること
ができる境界によって形成され、上記３次元形状は全てが同じというのではない、ステッ
プとを備えある。そして、このマスターを用いて、上記した製造ツールを形成することが
できる。たとえば、上記マスター面に溶融状態のポリマーを塗り、ポリマーを硬化させ、
上記マスターの突出に反転対応する形状を有するキャビティーを含む面を有する製造ツー
ルを取り外すことによって、形成する。
好ましくは、本発明のこの観点において、マスター面に形成された突出部の右と左との半
分の角度は、それぞれ、８゜と 45゜との間の値を有し、上記３次元形状は角錐を含む。
本発明の他の特徴、利点、構成は、以下の図面の説明と本発明の好ましい実施例とから、
より一層理解されるであろう。

図１は、本発明の研摩材製品の一実施例の端面断面図である。
図２は、本発明の研摩材製品の他の実施例の端面断面図である。
図３は、本発明により研摩材製品を作る装置を示す側面略図である。
図４は、本発明により研摩材製品を作る他の装置を示す側面略図である。
図５は、種々の寸法を有する高さ 355マイクロメートルの角錐形状の複合材料を有する本
発明の研摩材製品の上面を 45倍で撮影した走査電子顕微鏡（ SEM）写真である。
図６は、種々の寸法を有する深さ約 355ミクロンの角錐形状のキャビティを有する本発明
のポリプロピレンの研摩材製品の上面を 25倍で撮影した SEM写真である。
図７は、本発明の製造ツールの平面略図である。
図８は、全ての研摩材複合材料について角錐形状を有する本発明の研摩材製品の構造的特
徴の平面略図である。隣接する形状は、同じ高さであるが、サイド角が異なる。

本発明の研摩材製品は、高カット比（ cut　 rate）を示す一方、研摩されるワークピース
に相対的に平らな微細表面を与えるとともに、ワークピースに容易には傷をつけない。こ
のとき理論と結び付けて説明されていないが、完全なピッチを有する研摩材複合材料、す
なわち、寸法が全て同じである一つの配列の複合材料は、共振を発生させ、それによって
、作用している研摩材製品の表面が共振状態となり、チャターマーク（ chatter　 marks）
としてしられている仕上げ面あらさの問題を引き起こすとされている。本発明においては
、隣接する正確な形状の研摩材複合材料間の寸法の変化がこのような共振を途絶えさせ、
および／または、大きくなるのを防ぎ、したがって、チャター発生を減らすとともに、高
カット比、微細仕上げを達成し、さらには、かき傷を減少すると考えられる。
本発明のために、研摩材複合材料を説明するためにここで用いられてる“正確な形状の”
などの表現は、研摩粒子と硬化性バインダーとの流動性混合物の硬化性バインダーを、こ
の混合物が基材に支えられるとともに製造ツールの表面のキャビティを満たす間に硬化さ
せることによって形成された形状を研摩材複合材料が有することに対して用いている。し
たがって、このような“正確な形状の”の研摩材複合材料は、キャビティの形状と同じ正
確な形状を有する。さらに、正確な形状の研摩材複合材料は、相対的に滑らかな面である
側面によって形成される。この側面は境界を接し、良好に形成された鋭いエッジによって
結合されている。エッジは、少なくとも１つの上記研摩材複合材料が隣接する１または２
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以上の研摩材複合材料の寸法と異なる少なくとも１つの寸法を有するという条件付きで、
種々の側面と交わることによって形成された別個の終点を有する別個のエッジ長さを有す
。
本発明のために、研摩材複合材料を定義するためにここで用いられる“境界”という用語
は、各研摩材複合材料の実際の３次元形状の範囲を定めかつ３次元形状を形成する各研摩
材複合材料の露出された表面およびエッジを意味する。これらの別個の見分けることがで
きる境界は、本発明の研摩材製品の断面が走査電子顕微鏡のような顕微鏡で試験されると
、容易に見ることができ、かつ明瞭である。各研摩材複合材料の別個の見分けることがで
きる境界は、本発明の正確な形状の断面外形と区切り線とを形成する。これらの境界は、
研摩材複合材料がそのベースの境界に沿って互いに接するときに、一つの研摩材複合材料
を他の研摩材複合材料と分離して区別する。比べると、正確な形状を有していない研摩材
複合材料において、たとえば、研摩材複合材料がその硬化を完了する前にゆがんだ場合に
は、境界とエッジとは明確でない。
本発明のために、研摩材製品の形成に関して用いられる“寸法”という用語は、研摩材複
合材料に関する形状の側面（ベースを含む）のエッジ長さのような空間的範囲の大きさを
意味し、また、代わりに、“寸法”は基材から延在する側面の傾き角の大きさを意味する
ことも可能である。したがって、本発明のために、２つの異なる研摩材複合材料について
“異なる”“寸法”とは、第１研摩材複合材料の形状の２つの平らな面が交わるエッジで
形成されるエッジ長さまたは交差角度であって、配列内の第２の研摩材複合材料の形状を
形成する交線のエッジ長さまたは角度のいずれとも重複しない値を意味する。
本発明のために、“幾何形状”という用語は、たとえば、立方体、角錐、角柱、円錐、円
筒、角錐台、円錐台などの基本的カテゴリーの３次元の普通の幾何形状を意味する。
本発明のために、ここで用いられている“隣接する複合材料”などの用語は、その間の最
短直線に配置された介在する研摩材複合材料構造がない少なくとも２つの隣り合う複合材
料を意味する。
説明のために図１を参照すると、研摩材複合材料 10の側面は１対の対向するサイドエッジ
19（一方のみ示す）を有する基材 11を示し、加工方向軸（図示せず）はこの説明のために
上記サイドエッジ 19の方向と平行に延在するであろうし、基材の少なくとも上面 16に固定
された複数の研摩材複合材料 12を示している。研摩材複合材料 12は、バインダー 14内に拡
散された複数の研摩粒子 13を有する。各研摩材複数材料は、見分けがつく正確な形状を有
する。好ましくは、研摩粒子は、塗布された研摩粒子が使用される前には、その形状の平
らな表面を越えて突出しない。塗布された研摩粒子は表面を摩滅させるために使用されて
いるときに、研摩材複合材料が崩れ落ちて、未使用の粒子が見えるようにする。
本発明の１つの観点において、つまり、研摩材複合材料が一定ピッチで（隣接する研摩材
複合材料のセンターから一定のピーク間距離で）間隔を設けて離れている場合、“隣接す
る複合材料”は、それとは異なる寸法を有する、一つの最も近い隣接する複合材料、また
は該研摩材複合材料から等距離離れた複数の最も近い隣接する複合材料を含むであろう。
しかし、本発明の他の観点において、研摩材複合材料がばらばらのピッチで離れているな
らば、その場合には、“隣接する複合材料”は、該研摩材複合材料から離れ最も近い複合
材料とは必ずしも限らない研摩材複合材料を含むことが可能であり、その間の最短直線上
に介在する研摩材複合材料が配置されない限り、それとは異なる寸法を有する。

基材は、その上に研摩材複合材料を支持するための面を与えるために、本発明において従
来のように用いられることが可能である。このような基材は、表面と裏面とを有し、任意
の従来の研摩基材とすることが可能である。この例には、高分子フィルム、下塗りされた
高分子フィルム、布、紙、バルカンファイバー、不織布、それらの組み合わせを含む。基
材は、選択随意であるが、譲り受け人の同時係属中の米国特許出願第 07/811,547号（スタ
ウト氏ほか、 1991年 12月 20日出願）のような熱硬化性強化プラスチック基材としてもよく
、また、譲り受け人の同時係属中の米国特許出願第 07/919,541号（ベネディクト氏ほか、
1991年 12月 20日出願）のようなエンドレスベルトとしてもよい。あるいは、基材は、基材
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をシールするために、および／または、基材のある物理特性を変えるために、処理剤を含
んでもよい。これらの処理剤は、従来技術として公知である。
また、基材は、その裏面に取り付け部材を有し、出来上がった塗布された研摩材製品をサ
ポートパッドやバックアップパッドに固定するようにしてもよい。この取り付け部材は、
感圧接着剤や、ホックアンドループアタッチメント用のループ繊維とすることができる。
代わりに、米国特許第 5,201,101号公報（ルーザ氏ほか）に開示されたようなかみ合いア
タッチメントシステムとしてもよい。
また、研摩材複合材料の裏面は、すべり止めまたは摩擦コーティングを含んでもよい。こ
のようなコーティングの例は、研摩材中に拡散された無機粒子（たとえば、炭酸カルシウ
ムや石英）を含む複合材料を含む。また、カーボンブラックやバナジウムオキシドのよう
な材料を有する帯電防止コーティングは、必要であるならば、研摩材複合材料に含まれて
もよい。

研摩材粒子は、一般的には約 0.1～ 1500マイクロメートルの範囲の粒子寸法を有するが、
通常は約 0.1～ 400マイクロメートルの間であり、 0.1～ 100マイクロメートルの間が好まし
く、 0.1～ 50マイクロメートルの間であればより好ましい。研摩材が有するモース硬度は
、少なくとも約８以上で、９以上であればより好ましい。上記のような研摩材の例として
は、溶融酸化アルミニウム（褐色酸化アルミニウム、熱処理酸化アルミニウム、白色酸化
アルミニウムなどを含む）、セラミック酸化アルミニウム、緑色炭化珪素、炭化珪素、ク
ロミア、アルミナジルコニア、ダイヤモンド、酸化鉄、セリア、立方晶窒化ホウ素、炭化
珪素、ざくろ石、及びこれらの組合せがある。
研摩材粒子という用語は、単体の研摩材粒子が一体に接着されて、研摩材凝集物を形成す
ることをも包含している。本発明に好適な研摩材凝集物が、米国特許第 4,311,489号明細
書（クレスナー）、同第 4,652,275号明細書（ブローシャー等）、及び、同第 4,799,939号
明細書（ブローシャー等）に詳述されている。
本発明の範囲には、研摩材粒子に表面コーティングを施すことも含まれている。上記表面
コーティングに多数の異なる機能を持たせてもよい。表面コーティングには、バインダへ
の接着力を増大させ、研摩材の研摩特性を変化させるものもある。表面コーティングの例
としては、カップリング剤、ハロゲン化塩、シリカを含む金属酸化物、耐火性金属窒化物
、耐火性金属炭化物などがある。
この研摩材複合材料には、稀釈粒子も含まれている。該稀釈粒子の寸法は、研摩材粒子と
同程度の大きさとするとよい。このような稀釈粒子の例としては、石膏、大理石、石灰岩
、フリント、シリカ、ガラス気泡、ガラスビーズ、珪酸アルミニウムなどがある。

研摩材粒子は、有機バインダ内に分散され、研摩材複合材料を形成する。この有機バイン
ダは熱可塑性バインダであり、好ましくは熱硬化性バインダである。上記バインダは、バ
インダプレカーサーより形成される。熱硬化性バインダプレカーサーは、研摩材粒子を製
造する間、重合及び硬化工程の開始を促進するエネルギー源に露出される。上記エネルギ
ー源の例としては、熱エネルギーと、電子ビーム、紫外線、可視光などを含む輻射エネル
ギーがある。重合工程の後、バインダプレカーサーは固化バインダへと変換される。熱可
塑性バインダプレカーサーの代わりに、研摩材粒子を製造する間に、熱可塑性バインダプ
レカーサーを、バインダプレカーサーが凝固する程度の温度まで冷却してもよい。このよ
うなバインダプレカーサーの固化によって、研摩材複合材料が形成される。
また、研摩材複合材料に含まれているバインダによって、研摩材複合材料は、概ね、バッ
キングの前面に接着される。しかし、バッキングの前面と研摩材複合材料との間に、さら
なる接着材層が備えられていることもある。
熱硬化性樹脂は、主に、縮合硬化性樹脂と、付加重合樹脂の２つに分類される。付加重合
樹脂は、輻射エネルギーに露出されることによって、容易に硬化されるため、バインダプ
レカーサーとして好ましいのは付加重合樹脂である。付加重合樹脂は、カチオン機構や遊
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離基機構によって、重合されることが可能である。使用されるエネルギー源、及び、バイ
ンダプレカーサーの化学的特性によっては、硬化剤、開始材、あるいは触媒を、重合の開
始を促進するものにするとよい。
一般的なバインダプレカーサーの例としては、フェノール樹脂、ユリアホルムアルデヒド
樹脂、メラミンホルムアルデヒド樹脂、アクリレートウレタン樹脂、アクリレートエポキ
シ樹脂、エチレン性不飽和化合物、ペンダント不飽和カルボニル基を有するアミノプラス
ト誘導体、少なくとも１つのペンダントアクリレート基を有するイソシアネート誘導体、
少なくとも１つのペンダントアクリレート基を有するイソシアヌレート誘導体、ビニルエ
ーテル、エポキシ樹脂、及び、これらの混合物や組合せなどがあげられる。アクリレート
という用語は、アクリレートとメタクリレートとを包含している。
研摩材粒子バインダは、フェノール樹脂が広く用いられているが、これは、その熱的性質
、有効性、及び費用のためである。フェノール樹脂には、レゾールとノボラックの２つの
タイプがある。レゾールフェノール樹脂は、ホルムアルデヒドの対フェノールモル比が１
対１以上であるかあるいは等しく、通常、 1.5:1.0から 3.0:1.0である。ノボラック樹脂は
、ホルムアルデヒドの対フェノールモル比が１対１未満である。市販されているフェノー
ル樹脂の例としては、オキシデンタル・ケミカルズ・コーポレーションの「ドゥレズ」及
び「バーカム」という商標で公知のもの、モンサントの「レジノックス」という商標で公
知のもの、アッシュランド・ケミカル・カンパニーの「エアロフェーン」という商標で公
知のもの、及び、アッシュランド・ケミカル・カンパニーの「エアロトップ」という商標
で公知のものなどがある。
アクリレートウレタン樹脂はヒドロキシ末端 NCO伸長ポリエステル類またはポリエーテル
類のジアクリレートエステルである。市販されているアクリレートウレタン樹脂の例とし
ては、モートン・チオコル・ケミカルより市販されている UVITHANE 782、ラドキュア・ス
ペシャリティーズより市販されている CMD 6600、 CMD 8400、及び CMD 8805などがあげられ
る。
アクリレートエポキシ樹脂は、ビスフェノールＡエポキシ樹脂などのエポキシ樹脂のジア
クリレートエステルである。市販されているクリレートエポシキ樹脂の例としては、レド
キュア・スペシャリティーズより市販されている CMD 3500、 CMD 3600、及び CMD 3700など
がある。
エチレン性不飽和樹脂には、炭素、水素、及び酸素、そして要すれば、窒素やハロゲンの
原子を含有する、モノマー化合物及びポリマー化合物の両方がある。酸素又は窒素の一方
、あるいはその両方の原子が、エーテル、エステル、ウレタン、アミド、及びユリア基中
に存在する。エチレン性不飽和化合物の分子量は、好ましくは 4,000未満であり、脂肪族
モノヒドロキシル基又は脂肪族ポリヒドロキシル基を有する化合物と不飽和カルボン酸と
の反応から得られるエステルが好ましい。上記不飽和カルボン酸としては、アクリル酸、
メタクリル酸、イタコン酸、クロトン酸、イソクロトン酸、マレイン酸などがあげられる
。アクリレート樹脂の代表例としては、メタクリル酸メチル、エチルメタクリレートスチ
レン、ジビニルベンゼン、ビニルトルエン、エチレングリコールジアクリレート、エチレ
ングリコールメタクリレート、ヘキサンジオールジアクリレート、トリエチレングリコー
ルジアクリレート、トリメチロールプロパントリアクリレート、グリセロールトリアクリ
レート、ペンタエリトリトールトリアクリレート、ペンタエリトリトールメタクリレート
、ペンタエリトリトールテトラアクリレート、ペンタエリトリットテトラアクリレートな
どがあげられる。他のエチレン性不飽和樹脂としては、カルボン酸の、モノアリル、ポリ
アリル、あるいはポリメタリルの、エステルやアミド、例えばフタル酸ジアリル、アジピ
ン酸ジアリル、及び、 N,N－ジアリルアジパミドなどがある。さらに、他の窒素含有化合
物には、トリス（２－アクリロイルオキシエチル）イソシアヌレート、 1,3,5－トリ（２
－メチアクリルオキシエチル）－Ｓ－トリアジン、アクリルアミド、メチルアクリルアミ
ド、Ｎ－メチルアクリルアミド、 N,N－ジメチルアクリルアミド、Ｎ－ビニルピロリドン
およびＮ－ビニルピペリドンを含む。
アミノプラスト樹脂は、１分子又はオリゴマーにつき、ペンダントアルファ、ベータ－不
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飽和カルボニル基を少なくとも１つ備えている。これらの不飽和カルボニル基は、アクリ
レートや、メタクリレート、あるいは、アクリルアミドのタイプの基であってよい。その
ような材料の例には、Ｎ－ヒドロキシメチルアクリルアミド、 N,N′－オキシメチレン－
ビスアクリルアミド、オルソおよびパラ－アクリルアミドメチル化フェノール、アクリル
アミドメチル化ノボラックおよびそれらの組合せを含む。上記材料の例は、更に米国特許
第 4,903,440号明細書（ラーソン氏等）と、米国特許第 5,236,472号明細書（カーク氏等）
に詳述されている。
さらに、少なくとも１つのペンダントアクリレート基を有するイソシアヌレート誘導体と
、少なくとも１つのペンダントアクリレート基を有するイソシアネート誘導体とが、米国
特許第 4,652,274号明細書（ボッチャー氏等）に記載されている。好ましいイソシヌレー
ト材料は、トリス（ヒドロキシエチル）イソシアヌレートのトリアクリレートである。
エポキシ樹脂は、オキシランを有しており、開環により重合が行なわれている。このよう
なエポキシ樹脂は、モノマーエポキシ樹脂と、オリゴマーエポキシ樹脂とが挙げられる。
好ましいエポキシ樹脂の例としては、 2,2－ビス［４－（ 2,3－エポキシプロポキシ）－フ
ェニルプロパン］（ビスフェノールＡノジグリシジルエーテル）や、シェル・ケミカル・
カンパニーより「 EPON828」、「 EPON1004］、及び「 EPON1001F」という商標で市販されて
いるものや、ダウ・ケミカル・コーポレーションより「 DER－ 331］、［ DER－ 332］、及び
［ DER－ 334」という商標で市販されているものなどがあげられる。その他の適当なエポキ
シ樹脂としては、フェノールホルムアルデヒドノボラックのグリシジルエーテル（例えば
、ダウ・ケミカル・カンパニーより市販されている、「 DEN－ 431」、「 DEN－ 428」）があ
げられる。
本発明のエポキシ樹脂は、適切なカチオン硬化剤を有するカチオン機構によって重合する
ことが可能である。カチオン硬化剤によって、酸源が発生して、エポキシ樹脂の重合が開
始する。このカチオン硬化剤は、オニウムカチオンを有する塩と、金属あるいは非金属の
複合アニオンを備えたハロゲンとを有している。有機金属複合カチオンを有する塩と、金
属あるいは非金属の複合アニオンを備えたハロゲンとを有しているカチオン硬化剤が、米
国特許第 4,751,138号明細書（ターメイ氏等）（第６段、 65行目～第９段、 45行目）に詳
述されている。有機金属塩及びオニウム塩のまた別の例が、米国特許第 4,985,340号明細
書（パラゾット氏）（第４段、 65行目～第 14段、 50行目）、ヨーロッパ特許出願第 306,16
1号明細書及び同第 306,162号に開示されている。また別のカチオン硬化剤には、ヨーロッ
パ特許出願第 109,851号明細書に記載されている、過ヨウ素酸基 IVB、 VB、 VIB、 VIIB、 VII
IBのエレメントから選択した金属よりなる有機金属複合物のイオン塩が備えられている。
遊離基硬化樹脂については、研摩剤スラリーがさらに遊離基硬化剤を備えているのが好ま
しい場合もある。しかし、電子ビームがエネルギー源である場合、電子ビーム自体が遊離
基を発生させるため、硬化剤は必ずしも必要ではない。
フリーラジカル熱開始剤の例としては、過酸化物、例えば過酸化ベンゾイル、アゾ化合物
、ベンゾフェノン、キノンがある。エネルギー源が紫外線又は可視光のいずれかである場
合には、硬化剤は光開始剤と呼ばれることもある。開始剤が紫外線に露出される場合に遊
離基ソースを発生させる開始剤の例としては、有機過酸化物、アゾ化合物、キノン類、ベ
ンゾフェノン類、ニトロゾ化合物、ハロゲン化アクリル類、ヒドロゾン類、メルカプト化
合物、ピリリウム化合物、トリアクリルイミダゾー類、ビスイミダゾール類、クロロアル
キトリアジン類、ベンゾインエーテル類、ベンジルケタール類、テオキサントン類、アセ
トフェノン誘導体、及びこれらの混合物から成る群から選択されるものがあるがこれらに
限定されない。可視輻射線に露出されると遊離基源を発生させる開始剤の例は、発明の名
称が三級フォトイニシエータシステムを有する被覆研摩剤バインダである、米国特許第 4,
735,632号明細書（オックスマン氏等）に開示されている。可視光と共に用いるのに好ま
しい開始剤は、チバ・ガイギー・コーポレーション（ Ciba Geigy Corp.）より市販されて
いる「イルガキュア（ Irgacure） 369」である。
研摩剤粒子とバインダとの重量比は、研摩剤粒子が５～ 95％に対して、バインダが５～ 95
％の範囲であって、より一般的には、研摩剤粒子が 50％～ 90％に対して、バインダが 10～
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50％の範囲にされる。

また、研摩スラリーは、フィラー（研磨助剤を含む）、ファイバー、滑剤、湿潤剤、テキ
ソトロープ材、界面活性剤、顔料、染料、帯電防止剤、カップリング剤、可塑剤、沈澱防
止剤などの任意の添加剤を含んでもよい。このような材料の量は、所望の特性を持つよう
に選択する。これらの材料の使用は、研摩剤の複合材料の侵食性に影響を与える。いくつ
かの例では、研摩剤複合材料にさらなる侵食性をもたらすために付加物が加えられている
ため、鈍くなった研摩剤粒子は排除され、新しい研摩剤粒子が露出させられる。
本発明に有効なフィラーの例としては、金属炭化物（炭酸カルシウムなど｛白墨、方解石
、泥灰岩、トラバーチン、大理石、石灰岩など｝）、炭酸マグネシウムカルシウム、炭酸
ナトリウム、炭酸マグネシウム、シリカ｛水晶、ガラスビーズ、ガラス気泡、ガラスファ
イバーなど｝、シリケート｛タルク、クレー、モンモリロン石、長石、雲母、ケイ酸カル
シウム、メタケイ酸カルシウム、アルミノケイ酸ナトリウム、ケイ酸ナトリウムなど｝、
硫酸化金属｛硫酸カルシウム、硫酸バリウム、硫酸ナトリウム、硫酸アルミニウムナトリ
ウム、硫酸アルミニウムなど｝、石膏、ひる石、木粉、アルミニウム三水和物、カーボン
ブラック、硫酸化金属｛酸化カルシウムや石灰、酸化アルミニウム｝、及び、亜硫酸化金
属｛亜硫酸カルシウム｝などがある。
フィラーという用語は、研摩剤産業において研削助剤として公知の材料を包含している。
研削助剤は微粒子材として形成され、それを加えることによって、化学的及び物理的な研
摩の工程に著しい影響が与えられ、性能は向上する。研削助剤の化合物の例としては、ワ
ックス、ハロゲン化有機化合物、ハロゲン化塩及び金属、また、これらのアロイがある。
ハロゲン化有機化合物は、通常、研摩の間に分解されて、ハロゲン酸、あるいは、気体ハ
ロゲン化合物を解放する。このような材料の例としては、塩素化ワックス様のテトラクロ
ロナフタレンやペンタクロロナフタレン、及び、ポリ塩化ビニルがある。ハロゲン化塩の
例としては、塩化ナトリウム、カリウムクリオライト、ナトリウムクリオライト、アンモ
ニウムクリオライト、テトラフルオロホウ酸カリウム、テトラフルオロホウ酸ナトリウム
、フッ化ケイ素、塩化カリウム、塩化マグネシウムなどがある。金属の例としては、錫、
鉛、ビスマス、コバルト、アンチモン、カドミウム、鉄、チタンなどがある。その他の研
削助剤としては、硫黄、有機硫黄化合物、黒鉛、金属硫化物がある。
帯電防止剤の例としては、黒鉛、カーボンブラック、酸化バナジウム、保湿剤などがある
。上記したような帯電防止剤が、米国特許第 5,061,294号明細書（ハーマー氏等）、同第 5
,137,542号明細書（ブキャナン氏等）、及び同第 5,203,884号明細書（ブキャナン氏等）
に開示されている。
カップリング剤は、バインダプレカーサーと研摩剤粒子との間に会合ブリッジを形成する
。カップリング剤の例としては、シラン、チタネート、ジルコアルミネートがある。研摩
剤スラリーのいずれかの箇所に、 0.01～ 0.03重量パーセントのカップリング剤を備えると
よい。
沈澱防止剤の例としては、「 OX－ 50」という商標で、デグッサ・コーポレーションより市
販されている、 150平方メートル／グラム未満の表面領域を有する非晶シリカ粒子がある
。

各研摩材複合材料は、それに関する正確な形状を有する。正確な形状は、別個の見分ける
ことができる境界によって範囲が定められる。これらの用語の定義は、前述している。こ
れらの別個の見分けることができる境界は、本発明の研摩材複合材料の断面が、走査電子
顕微鏡のような顕微鏡で試験されるとき、図５に示すように、容易に見ることができ、明
瞭である。各顕微鏡複合材料の別個の見分けることができる境界は、本発明の正確な形状
の外形または区切り線を形成する。これらの境界は、研摩材複合材料がそれらのベースで
一つの共通境界に沿って互いに接するときでさえ、一つの研摩材複合材料を他のものと分
離して区別する。
比較すると、正確な形状を有しない研摩材複合材料では、たとえば、研摩材複合材料が硬
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化完了前にゆがんだ場合には、境界とエッジとは、明確でない。したがって、研摩材複合
材料を説明するときにここで用いられている“正確な形状の”という表現も、研摩粒子と
硬化性バインダーとの流動性混合物の硬化性バインダーを、混合物が基材に支持されかつ
製造ツールの表面のキャビティーに満たされている間に硬化させることによって形成され
た形状を有する研摩材複合材料を意味する。つまり、このような正確な形状の研摩材複合
材料は、キャビティーと正確に同じ形状を有するであろう。製造ツールのこれらのキャビ
ティーは、図６に示されている。
複数のこのような複合材料は、製造ツールによって現されるパターンと反対のパターンで
基材の表面から外側に突出する３次元形状を与える。各複合材料は、良好に形成された境
界すなわち境界面によって形成され、境界のベース部は、正確な形状の複合材料が接着さ
れる基材との接触面である。境界の残りの部分は、その中で複合材料が硬化される製造ツ
ールの表面のキャビティーとは反対形状に形成される。複合材料の外面全体は、その形成
中に、基材またはキャビティーのどちらかによって制限される。正確な形状の複合材料を
形成する適切な方法と技術とは、米国特許第 5,152,917号公報（ペイパー氏ほか）に開示
されている。
しかし、研摩材複合材料の配列において、他のものの間に、異なる寸法形状を与える限り
において、本発明は米国特許第 5,152,197号公報（ペイパー氏ほか）からはずれる。この
条件は、任意の従来のアプローチによって、たとえば、一つの研摩材複合材料について複
合材料の配列の一部または全部において隣接する複合材料の形状の間に、後述する定義の
ように、少なくとも１つの寸法の相異を任意に割り当てることによって、確立されること
が可能である。１つの配列の溝が、たとえばダイヤモンドターニグマシンによって、マス
ターツールの表面に形成されることが可能である。このマスターツールから１つの配列の
キャビティー形状を有する製造ツールが製造される。このキャビティー形状は、ひっくり
返すと、上述の研摩材スラリーを受け入れてモールドすることができ、予め決められた配
列の研摩材複合材料の形状を反転した形状である。代わりに、ここで説明するように、研
摩材複合材料の種々の寸法形状の所望のパターンのコピーが、たとえば、アルミニウム、
銅、青銅のいわゆるメタルマスター、または、アクリルプラスチックのようなプラスチッ
クマスターの表面に形成されることが可能である。どちらのマスターも、研摩材複合材料
の所望の予め決定された形状に対応する上向き部分を残すために、ダイヤモンドターニグ
による溝として、溝が刻まれた後にニッケルメッキされることが可能である。そして、柔
軟なプラスチック製造ツールは、米国特許第 5,152,917号公報（パイパー氏ほか）に説明
された方法によって、一般に、マスターから形成されることが可能である。その結果、プ
ラスチック製造ツールは、それとともに形成されるために研摩材複合材料の反転形状を有
する刻み目を含む面を有する。代わりに、メタルマスターは、金属表面に所望の形状を残
すためにダイヤモンドターニングによって溝を製造されることが可能である。アルミニウ
ムや銅や青銅は、ダイヤモンドターニングになじみやすい金属面である。そして、溝が形
成された面にニッケルめっきされて、メタルマスターとなる。種々の寸法の研摩材複合材
料を作るための典型的な技術は、以下に、さらに詳しく説明する。
研摩材複合材料それ自体の構造に関しては、説明のために図１を参照すると、研摩材複合
材料 12は境界 15を有する。形状に関係する単数または複数の境界は、他の研摩材複合材料
からある程度まで物理的に分離されている１つの研摩材複合材料となる。個々の研摩材複
合材料を形成するために、研摩材複合材料の形状を形成する境界の一部分は、互いに分離
されていなければならない。図１において注意すべきことは、ベースすなわち基材に最も
接近している研摩材複合材料の一部分が隣接する研摩材複合材料と接することができる点
である。図２を参照すると、本発明の研摩材複合材料 20は基材 21を備え、この基材 21は、
基材に接着された複数の研摩材複数 22を有する。この研摩材複合材料は、バインダー 24中
に拡散された複数の研摩粒子 23を有する。本発明の観点において、隣接する研摩材複合材
料の間に開口空間 25がある。基材に接着された研摩材複合材料の組み合わせを有し、隣接
する研摩材複合材料のいくつかが接する一方、隣接する研摩材複合材料の他のものはその
間に開口空間を有することも、本発明の範囲内である。
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ある場合には、たとえば、角錐状で非円筒状形状では、その形状の側面を形成する境界も
平面である。複数の平面を有するこのような形状については、少なくとも４つの面がある
（３つの側面と１つの底面すなわちベースを含む）。ある形状に対する面の数は、所望の
幾何形状に基づいて、変えることが可能であり、たとえば、面の数は、４から 20までの範
囲とすることが可能である。一般に、４から 10の間の面があり、好ましくは、４から６の
面である。これらの面は交わって所望の形状と角度を形成し、その角度で交わるこれらの
面がその形状寸法を決定する。図１を参照すると、研摩材複合材料 12は、平面の境界 15を
有する。側面 15aおよび 15bは角度γで交わり、断面 15cは見ている人に対面しかつ紙面と
同じ面である。
本発明の要となる点は、配列において、少なくとも１つの研摩材複合材料が他の研摩材複
合材料とは異なる寸法を有することである。好ましくは、異なる寸法は、少なくとも１対
の隣接する複合材料間で確立され、より好ましくは、研摩材料の表面に与えられた隣接す
るすべての各対について確立される。隣接する複合材料の“すべての対”という用語は、
隣接する複合材料と対にされる研摩材料の面についてすべての複合材料の任意の考慮を包
み込む。一般に、隣接する複合材料の対の少なくとも 10％が、好ましくは少なくとも 30％
が、より好ましくは少なくとも 50％が、それらの間で異なる寸法を有する。最も好ましく
は、研摩材複合材料の実質的に 100％が、互いに対にされる隣接する研摩材複合材料とは
異なる寸法を有する。研摩材複合材料間で、すなわち、複合材料の隣接する対の間で異な
る寸法となるというこの条件の結果、研摩されるすなわち磨かれるワークピースに相対的
により微細な仕上げ面を与える研摩材料となる。隣接する研摩材複合材料の寸法が異なる
ので、正確な寸法の研摩材複合材料によって引っ掻き溝がワークピース表面に与えられる
傾向が少なくなる。一般に、 10％より少ない研摩材複合材料の対が異なる寸法を有する隣
接複合材料を有するならば、引っ掻きを減少する一方高カット比と微細仕上げを達成する
という本発明の効果は、満足できる程度には実現されないかもしれない。一般に、異なる
寸法を有する隣接する研摩材複合材料の対の数は、引っ掻きを最小化するまたは減少する
ために選択される。全体の研摩材複合材料に対するこのような対の数の割合は、ワークピ
ースのタイプ、研摩時の干渉圧力、研摩材製品回転速度、その他の一般的な研摩条件のよ
うないくつかの要因に依存するであろう。
表面に現れる同じ形状の研摩材複合材料のいくつかを、すべてではないが、有することは
、本発明の範囲内に含まれる。しかし、同じ形状を有する研摩材複合材料は、存在するな
らば、好ましくは、本発明の利点を十分に実現するために、互いに直接隣接しないように
配置されるべきである。この場合、研摩材中の２つの研摩材複合材料は同じ寸法によって
形成された形状を有してよいが、好ましくは、この２つの研摩材複合材料は、そのどちら
とも寸法が異なる少なくとも１つの介在する研摩材複合材料によって、複合材料の配列中
において互いに離されるべきである。
他の研摩材複合材料と異なる少なくとも１つの研摩材複合材料については、少なくとも１
つの寸法が異ならなければならない。しかし、それらの間に２または３以上の寸法が異な
ることも、本発明の範囲に含まれる。これらの寸法は、種々の方法で、たとえば、複合材
料の形状の２つの平面の交差部におけるエッジの長さを異なるようにすることによって、
複合材料の２つの隣接する平面のエッジが交わるところで形成される角度を異なるように
することによって、または、異なるタイプの幾何形状を与えて研摩材料がエッジ長さと角
度とのいずれかまたは両方を異なるようにすることによって、異なるようにされることが
可能である。
エッジ長さを異ならせて、本発明のために異なる寸法を与えるならば、一実施例では、幾
何形状としてそれぞれ角錐形状を有しかつ高さが 25～ 1020ミクロンの間で共通する複合材
料、特に隣接する複合材料におけるエッジの長さすなわち寸法は、一般的に少なくとも約
１から約 500ミクロンまで、より好ましくは５～ 200ミクロンの間で異なることが可能であ
る。一実施例において、配列中の第１複合材料の少なくとも１つのエッジの長さは、第２
の複合材料の任意のエッジの長さに関して、好ましくは２つの隣接する複合材料の間で、
10:1から 1:10の間の割合であり、 1:1を含まない。
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より一般的には、本発明の研摩材複合材料の形状は、任意の従来の形状とすることが可能
であるが、好ましくは、３次元の普通の幾何形状である。たとえば、立方体、角柱（たと
えば、３角柱、４角柱、５角柱など）、円錐、円錐台（上面が平ら）、円筒、角錐、角錐
台（上面が平ら）などである。隣接する研摩材複合材料の幾何形状は、それらの間に必須
の寸法の相異を与えるために、異なることが可能であり、たとえば角柱の次に角錐とする
ことができる。本発明の一実施例において、研摩材複合材料の形状を、たとえば角錐とし
、全てが、約 50ミクロンから約 1020ミクロンまでの範囲内で、基材から計測されたトータ
ル高さが同じであるように形成される。
好ましい幾何形状は角錐であり、この角錐は、４または５の側面（ベースを含めて）の角
錐である。１つの好ましい実施例において、全ての複合材料の形状は角錐である。より好
ましくは、寸法の相違は、隣接する角錐において側面が基材となす角度を変えることによ
って、隣接する角錐形状の複合材料間で達成される。たとえば、図１に示すように、隣接
する角錐形状の複合材料の側面によって形成される角度αおよびβは、互いに異なる角度
であり、それぞれ、０度と 90度との間（すなわち、０度と 90度とは含まれない）の値を有
する。好ましくは、角錐形状の複合材料の側面と、それぞれの側面と基材との交線に対し
て法線方向に延在する仮想面 17（図１参照）との間に形成される角度αおよびβは、８度
より大きくされるべきであるが、 45度より小さい角度とすべきである。実際上の観点から
、８度より小さい角度では、製造ツールから硬化された複合材料を解放することが、非常
に困難となるであろう。反対に、 45度より大きい角度では、隣接する研摩材複合材料の間
の空間が過度に拡大されて、不十分な研摩面が基材面上に形成される。
また、好ましくは、角度αおよβの選択は、それぞれが０度と 90度との間の値を有し、少
なくとも差は１度より大きくなるようにし、より好ましくは、差は少なくとも約５度より
大きい。
また、好ましくは、研摩材複合材料を角錐形状に形成し、各角錐の２つの側面は各角錐の
頂点で接して、角錐の断面において材料に含まれる角度γ（図１参照）を形成し、角度γ
は 25度以上 90度以下の値を有する。 25度より小さい角度では、実際の限度となるであろう
。なぜなら、研摩材複合材料について、スラリーおよび製造ツールを用いる方法では 25度
より小さい鋭いピークすなわち頂点形状を形成することが難しくなる可能性があるからで
ある。本発明の利点をより十分に実現するためには、材料に含まれる角度γについてのこ
の条件は、隣接する複合材料間の交わる角度αおよびβは上記したように０度と 90度との
間で異なる値をランダムに選択して与えるという上記した条件とともに用いられるべきで
ある。
さらに、任意の個々の研摩材複合材料において、種々の側面が基材となす角度は、必ずし
も、一つの複合材料について同じでなければならないということはない。たとえば、４面
からなる角錐（１つのベースと３つの周面）の場合、第１、第２、第３周面のいずれか一
つが基材となす角度は、互いに異なることが可能である。当然、互いに交わる側面の角度
も、側面と基材との間に形成される角度が異なるように、異なるであろう。
また、角度αおよびβ（図１参照）のように隣接する研摩材複合材料の間の側面角度を変
えることによって隣接する研摩材複合材料の間の寸法の相違を達成する本発明の実施例に
おいて、好ましくは、隣接する複合材料間の各αおよびβについて選択された各値が、研
摩材複合材料の配列中で繰り返されずかつ一定でない。それによって、ワークピースと研
摩材料との間に共振が発生しないことを、さらに一層確実にすると考えられる。したがっ
て、より好ましくは、研摩材複合材料の幅方向または長さ方向のいずれかに沿って一対の
隣接する複合材料からすぐ次の対の隣接する複合材料の対に進行するときに、各αおよび
βに０度と 90度との間の異なる値を許容して与える（図８参照）。配列中の隣接する複合
材料の異なる組の間のαおよびβの値のこのような変化は、任意の都合のよい方法で、た
とえば０と 90度との範囲の間でαおよびβのそれぞれについてランダムに値を選択するこ
とによって、達成されることが可能である。
たとえば、右半分の角度であるα（図１参照）が、複合材料の１列において、研摩材複合
材料について０度と 90度との間の範囲内でランダムに選択されるならば、αに対向する左
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半分の角度であるβは、複合材料の隣の列において、研摩材複合材料についてランダムに
選択される。そして、配列中の列に沿って幅方向または長さ方向のいずれかにおいて隣接
する研摩材複合材料の次の対に対して進むとき、左半分の角度である新しいβは０度と 90
度との間でランダムに選択され、対向する右半分の角度としてαに対する新しい角度は、
０度から 90度までの範囲内でランダムに選択され、そのようにして配列中を進行する。こ
の方法は、材料中の研摩材複合材料の配列全体に渡って、０度から 90度の間のより均一に
角度が分散するためには、望ましい。
研摩材複合材料の配列の全体に渡って、ランダムにかつここで説明された好ましい制約に
従って、上記角度αおよびβとγとの実際の選択は、任意の都合のよい方法で達成される
ことが可能である。たとえば、ここで説明した好ましい数的制約内で抜き取ることによる
角度の値の系統だったランダムな選択による。一つの配列に対するこれらの系統だった選
択は、一般に知られたコンピュータ、たとえばデスクトップコンピュータを用いることに
よって、容易にされかつ迅速に処理されることが可能である。このとき、コンピュータが
ランダムに選択する角度の値の範囲を制限するためにここに開示した角度の制約を用いる
。ランダムな数を選択するアルゴリズムは、統計学やコンピュータの分野で広くしられて
おり、本発明のこの点に適合されていた。この場合、疑似乱数を発生させるためのよく知
られた線形相合法が、角度αおよびβのランダムな選択に向けて適用されることが可能で
ある。本出願中における研摩材複合材料の形状の側面についての角度を選択するためにラ
ンダムな数を生成するためのアプリケーションおよびインプリメンテーションは、この後
の付録に開示されたコンピュータソースコードに例証されている。
いずれにせよ、角度の値は、一旦、配列中の研摩材複合材料についてこのように選択され
ると、メタル製造ツールすなわち製造ツールの面をダイヤモンドターンニグマシンによっ
て形成される刻み目の模様および形状を決定し断定するために用いられることが可能であ
る。ツールは、ひっくり返して、ここに開示された方法によって本発明の研摩材複合材料
製品を作るために用いられることが可能である。
ある場合には、全ての複合材料の高さおよび幾何形状は同じであることが、好ましい。こ
の高さ、研摩材製品が用いられる前における基材から最も外側の点までの研摩材複合材料
の距離である。高さおよび形状が同じであれば、面間の角度が異なることが、好ましい。
また、ワークピースの微細面仕上げを達成するために、研摩材複合材料のピークは、マシ
ン方向に実行される研摩方向に平行に一列に揃えられないことが、好ましい。研摩材複合
材料のピークが研摩方向に平行に一列に揃うならば、これにより、ワークピースに溝が与
えられてより荒い表面仕上げとなる傾向がある。したがって、このように揃うことを防ぐ
ために、研摩材複合材料が互いにずれることが、好ましい。
一般に、１平方センチメートルあたり少なくとも５つの別個の研摩材複合材料を有する。
ある場合には、１平方センチメートルあたり少なくとも 100の別個の研摩材複合材料があ
り、より好ましくは、１平方センチメートルあたり約 2,000から 10,000の研摩材複合材料
がある。研摩材複合材料の密度について使用上の上限はない。もっとも、実際上は、ある
点において、キャビティーの密度を高くすることができなくなり、および／または、研摩
材複合材料の配列を作るために使用される製造ツールの表面に正確な形状のキャビティー
を好ましく形成することができなるかもしれない。一般に、研摩材複合材料の数は、相対
的に大きいカット比、長い寿命を有する研摩材製品となるが、研摩されるワークピースに
相対的に微細な面仕上げともなる。したがって、研摩材複合材料の数とともに、各研摩材
複合材料に対して相対的に小さい単位力となる。ある場合には、これによって、研摩材複
合材料は、よりよく、より一定に崩落することが可能である。

本発明の研摩剤製品の製法について、以下さらに詳述する。研摩剤製品の製法の第１ステ
ップは、研摩剤スラリーを準備することである。研摩剤スラリーは、バインダプレカーサ
ーと、研摩剤粒子と、オプションの付加物とを、適当な混合技術によって結合させること
により製造される。上記混合技術の例としては、低剪断又は高剪断の混合があるが、高剪
断が好ましい。研摩剤スラリーの粘性を低下させるために、混合ステップと共に超音波エ
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ネルギーを利用してもよい。通常、研摩剤粒子はバインダプレカーサーに徐々に加えられ
る。研摩剤スラリーの気泡の量は、例えば従前の真空促進方法及び器具を用いて、混合ス
テップの間に真空を発生させることによって減じることができる。
研摩剤スラリーの粘性を低下させるためには、概ね 30～ 70℃で加熱するとよい場合もある
。重要なのは、研摩剤粒子と他のフィルターを覆ってしまうことがなく、かつ、研摩剤ス
ラリーを都合よくコーティングするレオロジーを、研摩剤スラリーに備えることである。
熱硬化性バインダプレカーサーが利用される場合、エネルギー源は、バインダプレカーサ
ーの化学的特質によって、熱エネルギーあるいは輻射エネルギーとするとよい。熱可塑性
バインダプレカーサーが利用される場合、熱可塑性材は、熱可塑性バインダプレカーサー
が凝固して、研摩剤複合材料が形成されるような温度まで冷却される。本発明の研摩剤粒
子の製法のさらに詳しい側面につき、以下に詳述する。

製造ツールは、実際上の観点からも技術的観点からも、本発明の研摩剤製品を作るときに
、特に研摩剤複合材料のサイズが相対的に小さいがゆえに、重要である。製造ツールは、
複数のキャビティーを含む。これらのキャビティーは、本質的には、所望の研摩材複合材
料の反転形状であり、研摩材複合材料の形状を生成するために役立つ。キャビティーの寸
法は、研摩材複合材料の所望の形状と寸法を与えるために選択される。もし、キャビティ
ーの形状または寸法が適切に選択されなければ、でき上がった製造ツールは研摩材複合材
料に対して所望の寸法を与えないであろう。
キャビティーは、隣接するキャビティーの間に空間を有する点状のパターンで現れること
が可能であり、また、キャビティーは互いに接することが可能である。キャビティーは互
いに突き当たって盛り上がっていて、形状が形成され硬化された研摩材スラリを剥離する
のに好都合となっている。さらに、キャビティーの形状は、研摩材複合材料の断面積が基
材から遠くなる方向に減少するように、選択されている。
製造ツールのより好ましい実施例において、製造ツールは、キャビティーの配列の境界を
なす２つの対向する平行なサイドエッジを有し、研摩材製品の長さと幅のいずれかまたは
両方に、その中に形成される隣接する研摩材複合材料の形状に異なる寸法を与えるように
構成される。そして、このように異なる複合材料形状の予め決定されたパターンは、必要
であり便利であれば、繰り返し研摩材複合材料の長さと幅のいずれか一方または両方に沿
って、少なくとも１回以上繰り返しされる。
たとえば、図７は、本発明の研摩材製品を作るために用いられることが可能である製造ツ
ール 70の上面を表している。製造ツールのサイドエッジ 71は、製造ツールのマシン方向（
図示せず）に平行であり、製造ツールを横切る幅方向に対して直角方向である。キャビテ
ィー 74は、実線 72および 73で表された交わる上向き部分によって制約されている。製造ツ
ールは、５つの見分けることができるキャビティーのグループ A,B,C,D,EおよびＦを有す
る。各グループにおいて、キャビティーは、上向き部分 72によって結合された平行な列に
揃えられる。上向き部分 72および 73は、ツールシートの変形しない（キャビティーが形成
されない）残りの部分である。グループＡ－Ｅは、図７に示すように、ツールの長さに沿
って、頭から尾へ揃えられている。サイドエッジ 71に最も近くに揃えられる各グループの
キャビティーの列は、製造ツールのマシン方向に平行でなく（０でなく）延在する仮想線
をたどる。この角度は、グループＡからグループＢまで、グループＣまで、同様にグルー
プＦとは異なる。キャビティー（および交わっている上向き部分 72）の列がサイドエッジ
71となす角度は、０度から 90度の間で確立されるべきである。キャビティーの列がサイド
エッジ 71と０度または 90度のどちらかの角度をなすとき、かき傷の問題が生じる可能性が
ある。好ましくは、キャビティーの列に対して５度から 85度までとし、マシン方向により
確実にかき傷の問題が生じないようにする。
キャビティーの列の角度は、図７に示すように、好ましくは、グループからグループへの
方向に進むときに時計方向と反時計方向との間を交替する。キャビティーおよび上向き部
分 72の列とサイドエッジ 71との間に形成される角度は、その絶対的値が、セットからセッ
トへ同じであっても、異なっていてもよい。
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ここに開示された方法によって製造ツールを用いて形成される研摩材複合材料は、製造ツ
ール 70のような製造ツールのキャビティーの配列によって表された表面の輪郭を反転した
形状に形成された研摩材複合材料の配列を有する。図７に示されたような配列方法によっ
て製造ツールにキャビティーの列を角度をつけて配列することによって、かき傷の影響は
このように製造された研摩材製品においては減少されることが可能である。
代わりに、製造ツール内のキャビティーが横にずらされて配置されることも可能である。
すなわち、製造ツール（図示せず）のサイドエッジに対して平行に進む方向に互いにずら
す。したがって、この実施例は、研摩材複合材料の列を形成し、研摩材製品のサイドエッ
ジに平行に延在する列に揃えられていない溝を介在させる選択随意の方法を与える。その
代わりに、研摩材複合材料は互いに違いに配置され、研摩材製品の前から研摩材製品のサ
イドエッジに平行な方向に見たときに、揃えて配置されていない。
この製造ツールは、ベルト、シート、連続シートすなわちウェブ、輪転グラビア印刷ロー
ルのようなコーティングロール、コーティングロールに取り付けられたスリーブ、または
ダイとすることが可能である。製造ツールは、金属（たとえば、ニッケル）、合金（たと
えば、ニッケル合金）、プラスチック（たとえば、ポリプロピレン、アクリルプラスチッ
ク）、その他の従来の変換可能な材料から構成されることが可能である。金属製の製造ツ
ールは、彫刻、ホブ切り、電解被覆式成形法、ダイヤモンド旋削などのような従来技術に
よって製造されることが可能である。
熱可塑性プラスチックの製造ツールは、金属製のマスターツールからの複写によって作ら
れることが可能である。金属製マスターは、製造ツールに対して所望されるパターンの反
転パターンを有する。金属製マスターは、製造ツールを直接作るときに有用である同じ基
本技術を用いて作られる。たとえば、金属面をダイヤモンド旋削することによって作られ
る。金属マスターを用いる場合、熱可塑性プラスチックシート材料が加熱されることが可
能であり、要すれば、金属製マスターに沿わせ、２つの面を互いに押し付けることによっ
て、熱可塑性プラスチック材料に金属製マスターによって表された表面パターンを打ち出
す。また、熱可塑性プラスチックは、金属マスターに射出または鋳造されることも可能で
あり、プレスされることも可能である。熱可塑性プラスチック材料を冷却して硬化し、製
造ツールを作る。好ましい熱可塑性プラスチックの製造ツール材料の例は、ポリエステル
、ポリカーボネート、ポリ塩化ビニル、ポリプロピレン、ポリエチレン、およびそれらの
組み合わせを含む。
代わりに、プラスチックの製造ツールは、プラスチックシート面に好ましい配列のキャビ
ティーを彫刻またはダイヤモンド旋削することによって、マスターを必要とすることなし
に、直接作られることも可能である。このとき、キャビティーは、研摩材複合材料の所望
の形状とは反転した形状である。もし、熱可塑性プラスチック製造ツールを用いるのであ
れば、特に硬化工程中に、熱可塑製プラスチックの製造ツールをゆがめる過度な熱を生成
しないように注意しなければならない。成形型および金属製マスターを作る他の適切な方
法は、 1993年 12月 14日出願の米国特許出願第 08/004,929号（スプルゲオン氏ほか）に開示
されている。
たとえば、図７に示されたタイプの本発明の高分子製造ツールを作る好ましい方法は、ド
ラム形状に構成されたニッケルめっきされた金属製マスターを含む。ニッケルめっきされ
たマスターのいくつかの平らなセクションは、それぞれ約 30センチメートルの長さであり
、研摩材複合材料に対して所望される形状に対応する種々の形状の刻み目を有するが、コ
ンピュータの助けを受けてダイヤモンド旋削することによって、製造される。コンピュー
タは、ダイヤモンド旋削盤によって実行される旋削動作を司令する。金属製マスターのこ
れらのセクションは、頭から尾まで一緒に溶接され、セクションの溝がその次の隣のセク
ションの溝に対して角度が０度にならない。そして、セクションのこのようなつながりは
、ドラムに固定され、複合材料はドラムの外周のまわりに連続する。セクションと結合点
との間から広がらないように、溶接の継ぎ目をできるだけ少なくするように注意すべきで
ある。製造ツールは、高分子樹脂をドラム上に押し出し、その押し出し物をニップロール
とドラムとの間に通し、その押し出し物を冷却することによって流延される。これによっ
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て、ドラム上のマスターによって表された表面刻み目に対応してその表面に反転して形成
された一つの配列のキャビティーを有するシート形状の製造ツールが形成される。この工
程は連続的に処理されて、任意の所望の長さの高分子ツールを製造することが可能である
。

研摩材スラリーが熱硬化性のバインダープレカーサーを含むとき、バインダープレカーサ
ーが硬化すなわち重合される。この重合は、一般に、エネルギ源にさらすことによって開
始される。エネルギ源の例は、熱エネルギと放射エネルギとを含む。エネルギ量は、バイ
ンダープレカーサーの化学変化、研摩材スラリーの寸法、研摩粒子の量とタイプ、選択随
意の添加剤のような、いくつかの要因に依存する。熱エネルギについては、温度は約 30か
ら 150℃の範囲、一般には、約 40から 120℃の範囲とすることが可能である。時間は、約５
分から 24時間を越える範囲とすることが可能である。放射エネルギ源は、電子ビーム、紫
外線、可視光線を含む。電子ビームは、電離放射としても知られているが、約 0.1から約 1
0メガラドのエネルギーレベルで、好ましくは、約１から約 10メガラドのエネルギーレベ
ルで用いられることが可能である。紫外線は、約 200から約 400ナノメートルの範囲内、好
ましくは約 250から 400ナノメートルの範囲内の波長を有する特別でない放射線をいう。好
ましくは、約 300から 600ワット／インチまで（ 120－ 240ワット /cm）の紫外線が用いられ
る。可視光線は、約 400から約 800ナノメートルまでの範囲内、好ましくは約 400から約 550
ナノメートルまでの範囲内の波長を有する。好ましくは、 300から 600ワット／インチまで
（ 120－ 240ワット /cm）の可視光線が用いられる。
本発明の研摩材製品を作るための一つの方法は、図３に図示されている。基材 41は、ほど
きステーション 42から離れ、同時に製造ツール 46がほどきステーション 45から離れる。製
造ツール 46の上面に形成されたキャビティー（図示せず）には、コーティングステーショ
ン 44によって、研摩材スラリーが塗布されて満たされる。代わりに、コーティングステー
ション 44は、リーチングドラム 43の前に、製造ツールの代わりに基材 41にスラリーを与え
るために、移転されることも可能であり、以下に説明する製造ツールにコーティングする
ために用いられるのと同じ保証ステップに従う。いずれの方法も、粘度を下げるためにコ
ーティングの前に、研摩材スラリー（図示せず）を加熱すること、および／またはスラリ
ーに超音波を与えることが可能である。コーティングステーションは、ドロップダイコー
ティン、ナイフコーター（塗布機）、カーテンコーター、真空ダイコーター、またはダイ
コーターのような任意の従来のコーティング手段とすることが可能である。コーティング
中に、気泡の発生はできるだけ少なくされるべきである。好ましいコーティング技術は、
米国特許特許第 3,594,865号および同 5,077,870号に開示されたようなタイプとすることが
可能である真空ダイコーターを用いる。製造ツールがコーティングされた後、任意の手段
によって基材と研摩材スラリーとは接触させられ、研摩材スラリーは基材の前面を濡らす
。図３において、研摩材スラリーは、コンタクトニップロール 47によって、基材と接触さ
せられ、コンタクトニップロール 47は、この出来上がった構造を支持ドラム 43に付勢する
。次に、少なくとも部分的にバインダープレカーサーを硬化させるのに適する任意の好都
合の形にエネルギ源 48が研摩材スラリー内に伝達される。部分的に硬化という用語は、バ
インダープレカーサーが重合されて、研摩材スレリーがひっくり返された試験管から流れ
ないような状態になることを意味する。バインダープレカーサーは、任意のエネルギ源に
よって、一旦製造ツールから取り外されるときに、十分に硬化させられていることが可能
である。製造ツールはマンドレル 49に巻き取られ、再度、使用されることが可能である。
さらに、研摩材製品 120は、マンドレル 121に巻き取られる。もし、バインダープレカーサ
ーが十分には硬化されていないならば、バインダープレカーサーは、時間をかけることに
よって、および／または任意のエネルギにさらすことによって、十分に硬化させられるこ
とが可能である。この第１の方法にしたがって研摩材製品を作るための追加のステップは
、米国特許第 5,152,917号（パイパー氏ほか）または米国特許出願第 08/004,929号（スプ
ゲオン氏ほか）に、さらに開示されている。都合のよい所に他のガイドローラが用いられ
ており、ローラ 40として示されている。
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この第１の方法と比較して、バインダープレカーサーは、放射エネルギによって硬化され
ることが好ましい。放射エネルギは、製造ツールまたは基材に、製造ツールまたは基材が
放射エネルギを認めうるほど吸収しない限り、伝達されることが可能である。さらに、放
射エネルギ源は、製造ツールを認めうるほど崩壊すべきでない。好ましくは、熱可塑性ツ
ールと、紫外線または可視光線を用いる。
上述したように、この第１の方法の変形例によれば、研摩材スラリーが基材に塗布され、
製造ツールのキャビティー内には塗布されないようにすることも可能である。そして、研
摩材スラリーが製造ツールのキャビティー内に流れ込むように、研摩材スラリーが塗布さ
れた基材を製造ツールと接触させる。研摩材製品を製造する残りのステップは、上記と同
じである。
研摩材製品を製造する第２の方法は、図４に図示されている。製造ツール 55は、ドラムの
外側面、たとえば任意の好適な方法で分離されたシートの形で（たとえば、熱収縮ニッケ
ルの形で）ドラムの周囲に固定されるスリーブとして、備えられる。基材 51はほどきステ
ーション 52から離れ、研摩材スラリーはコーティングステーション 53によって製造ツール
55のキャビティー内に塗布される。研摩材スラリーは、ドロップダイコーティング、ロー
ルコーター、ナイフコーター、カーテンコーター、真空ダイコーターまたはダイコーター
のような任意の技術によって基材に塗布されることが可能である。また、粘度を下げるた
めに、コーティングの前に研摩材スラリーを加熱すること、および／または、研摩材スラ
リーに超音波を加えることが可能である。そして、基材と、研摩材スラリーを塗布する製
造ツールとは、ニップロール 56によって接触させられ、研摩材スラリーは基材の前面を濡
らす。次に、研摩材スラリー内のバインダープレカーサーは、エネルギ源 57にさらされる
ことによって、少なくとも部分的に硬化されられる。このように少なくとも部分的に硬化
させられた後、研摩材スラリーは基材に結合すなわち接触された研摩材複合材料に変換さ
れる。出来上がった研摩材製品 59はニップロール 58において製造ツールから剥がされて除
去され、巻き上げステーション 60に巻かれる。もしエネルギが紫外線または可視光のどち
らかであるならば、基材は紫外線または可視光に対して透明とすべきである。このような
基材の例は、ポリエステル基材である。他のガイドローラおよびコンタクトローラは、好
適な所に用いられることが可能であり、ローラ 50として示されている。
この第２の方法の変形例において、コーティングステーション 53をロール 56から上流位置
に移動することによって、研摩材スラリーは基材の前面に直接コーティングされることが
可能である。そして、研摩材スラリーがコーティングされた基材は、研摩材スラリーが製
造ツールのキャビティー内を濡らすように、製造ツールに接触させられる。研摩材製品を
製造するための残りのステップは、上記したのと同じである。
研摩材製品が製造された後、変換される前に、固定および／または濡らされることが可能
である。研摩材製品は、研摩材製品が使用される前に、円錐、エンドレスベルト、シート
、ディスクなどの所望の形状に変換されることが可能である。

本発明の他の実施例は、ワークピース表面を磨く方法を付随する。この方法は、本発明の
研摩材製品をワークピースに接触させることを含む。磨くという用語は、ワークピースの
一部分が研摩材製品によって研摩されることを意味する。したがって、ワークピース表面
に関する表面仕上げは、この磨き処理によって少なくされる。１つの典型的な表面仕上げ
計測は Raである。 Raは、マイクロインチまたはマイロメートルの単位で大略計測された算
術的表面仕上げである。表面仕上げは、ペルソメータやサートロニックの商品名で市販さ
れているような、プロフィールメータによって計測されることが可能である。

ワークピースは、金属、合金、エクソチック合金（ exotic　 metal　 alloy）、セラミック
、ガラス、木、木に似た材料、複合材料、塗装面、プラスチック、強化プラスチック、石
、およびこれらの組み合わせのような、任意のタイプの材料とすることが可能である。ワ
ークピースは平らであってもよいし、それに鋭い部分や角があってもよい。ワークピース
の例には、ガラス製光学レンズ、プラスチック製光学レンズ、ガラス製テレビジョンスク
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リーン、金属製自動車コンポーネント、プラスチック製コンポーネント、プラスチック製
バー、パーティクルボード（ particle　 boad）、カムシャフト、クランクシャフト、家具
、タービンブレード、塗装された自動車コンポーネント、磁気媒体などを含む。
本出願によると、研摩界面での力は、約 0.1kgから 1000kgを越える範囲にわたることが可
能である。一般に、この範囲は、研摩界面での 1kgから 500kgまでの間である。また、本出
願によると、研摩中に液体が存在してもよい。この液体は、水および／または有機化合物
とすることが可能である。典型的な有機化合物の例は、潤滑剤、オイル、乳化された有機
化合物、切削液、石鹸などを含む。また、これらの液体は、脱泡剤、脱脂剤、腐食防止剤
などのような他の添加剤を含んでもよい。研摩材製品は、使用中に研摩界面で振動してよ
い。ある場合には、この振動によって、研摩されているワークピースにより微細面を与え
ることができる。
研摩材複合材料が異なる寸法の隣接する研摩材複合材料を有することによって、この相対
的に細かい表面仕上げとなる。研摩材複合材料の一部分は異なる寸法を有するので、研摩
材複合材料は、角錐形状などの頂点から見て、完全には一列にそろえられていなくてもよ
い。たとえば、図８は、本発明の研摩材製品 85の構造的特徴を模式的に現した平面図（お
よび側面を見た図）であり、研摩材複合材料 80は面 82と頂点 81とを有する。図８から分か
るように、角錐形状は、全体としては列にそろっていて、したがって、研摩材複合材料の
頂点は、共通の溝を横切って互いに対面する隣接する研摩材複合材料の間において、側面
の寸法がそれぞれ異なってはいるが、揃えらえている。このような配置によって、研摩材
複合材料によってワークピースに与えられるかき傷は、連続的に横切る。このように、過
去のかき傷を連続的に横断することによって、全体としては、より微細な表面仕上げとな
る。
本発明の研摩材複合材料は、手によって、または機械と組み合わせて用いられることが可
能である。研摩材複合材料とワークピースの少なくとも一方または両方は、ベルト、テー
ブロール、ディスク、シートなどに変形されることが可能である。ベルトの適用のために
、研摩材シートの２つの自由端が互いに接合され、細長い形状に形成される。また、継ぎ
目なしベルトを用いることも本発明の範囲内である。一般にエンドレスの研摩ベルトは少
なくとも１つのアイドルローラと印字版または接触ホイールの上を横切る。印字版または
接触ホイールは、所望のカット比をワークピース表面とを得るために調整される。研摩材
ベルトの速度は、毎分約 150から 5000メートル、一般的には 500から 3000メートル／分の範
囲に渡る。また、このベルト速度は、カット速度と表面仕上げとに依存する。ベルト寸法
は、幅が約 5mmから１メートルまで、長さが約 5cmから 10メートルまでの範囲とすることが
できる。研摩テープは、連続長さの研摩材製品である。これらは、幅が約 1mmから１メー
トルまで、一般的には 5mmから 25cmまでの間の範囲とすることが可能である。研摩材テー
プは、通常はほどかれ、テープをワークピースに付勢する支持パッドの上を横断し、巻き
戻される。研摩材テープは、研摩界面内に連続して供給されることが可能であり、割り出
されることが可能である。研摩材ディスクは、“デイジー”のような研摩の技術分野で公
知であるものも含むが、直径が約 50mmから１メートルまでの範囲となることが可能である
。一般に、研摩材ディスクは取り付け手段によってバックアップパッドに固定される。こ
れらの研摩材ディスクは、毎分 100から 20,000回転の間、一般的には毎分 1,000から 15,000
回転の間で、回転可能である。
本発明の特徴と利点とは、以下の限定するものではない実施例によって、さらに説明され
る。実施例中のすべての割合、パーセンテージ、割合は、特に示さない限り、重量につい
てである。

以下の略語が明細書中で用いられる。
TMPTA:トリメチロールプロパントリアクリレート
TATHEIC:トリス（ヒドロキシエチル）イソシアヌレートのトリアクリレート
PH2:チバガイギー（ Ciba Geigy）社から商品名「イルガキュア（ Irgacure） 369」で市販
の２－ベンジル－２－ N,N′－ジ　メチルアミノ－１－（４－モルホリノ）－１－ブタノ

10

20

30

40

50

(22) JP 3587209 B2 2004.11.10

実験方法



ン
ASF:デグサ（ Degussa）から商品名「 OX－ 50」で市販のアモルファスシリカ充填剤
FAO:溶融熱処理酸化アルミニウム
WAO:白色溶融酸化アルミニウム
SCA:ユニオンカーバイド（ Union Carbide）から商品名「Ａ－ 174」で市販のシランカップ
リング剤、３－メタクリルオキシプロ　ピルトリメトキシシラン

TMPTA 20.3部、 TATHEIC 8.7部、 PH2 0.3部、 ASF 1部、 SCA 1部、およびグレードＰ－ 320
の FAO 69部を含有する研磨スラリーを調製した。そのスラリーを、高剪断混合機を用いて
1200rpmで 20分間混合した。
製造ツールは、エクソンから“ポリプロ 3445"の商品名で市販されているポリプロピレン
シートから作られた連続ウェブである。製造ツールはニッケルめっきされたマスターをエ
ンボス加工される。マスターツールは、付録に開示されたコンピュータプログラムにした
がって、種々の寸法の溝および交線を含む一つの模様をダイヤモンドカッティングによっ
て作られ、ニッケルめっきされた。付録は、４つのコンピュータプログラムについてのソ
ースコードを含む。すなわち、大略、第１、第２、第３および第４のプログラムを含む。
第１のプログラムは、“ VARI－ 1.BAS"という名前であり、４角錐形状の側面についての左
および右のランダムな角度を生成して決定し、これらの形状に対して材料に含まれる角度
も生成して決定する。第２のプログラムは“ VARI－ STAT.BAS"という名前であり、ランダ
ムを保証するため、番号と、左、右、および材料に含まれる角度の値とを、形状の配列中
のｘおよびｙ軸に、統計的に記録する。第３のプログラムは“ TOPVIEW.BAS"という名前で
あり、ランダム角度ファイルを参照し、第１のプログラムによって決定された角度を有す
る形状について谷および頂点が１平方インチ（ 6.5cm2）に対してどこに現れるかを計算し
、コンピュータスクリーンのディスプレイまたはプリンタに、形状の構造的特徴を出力す
る。第４のプログラムは、“ MAKETAPE.BAS"という名前であり、決定された角度を参照し
、第１のプログラムによって生成されたランダムな形状の 22.5インチ（ 57cm）幅のパター
ンを作るためにダイヤモンドターニングマシンによってカッティングされることが必要と
される溝の数およびタイプを制御するためのコードを生成する。
大略、製造ツールは、上記した４つのプログラムを用いて作られたマスターツールから作
られるとき、５面からなる角錐（“ベース”としてキャビティの開口を含む）であるキャ
ビティの配列を含む。キャビティは約 355マイクロメートルの一定深さを有するが、寸法
は、隣接するキャビティについて８から 45度の間で変動する。この角度は、ツールの面に
法線方向に延在する平面と側面とが交わってなす角度である。各複合材料の材料に含まれ
る角度すなわち頂点角度は少なくとも 25度である。
研摩材複合材料は、この方法および図３に大略示された配列により作られる。この工程は
、約 15.25メートル／分で運転される連続工程である。基材は、基材をシールするために
乾燥されたラテックス／フェノールプレサイズ（ presize）コーティングを含むＪウエイ
トレーヨン基材である。研摩材スラリーは、製造ツールの上にナイフコートされ、 76マイ
クロメートルのナイフギャプ（３ミル）と約 15cmの幅のコーティングエリアとを製造ツー
ツの上に有する。製造ツールと基材との間において、図３においてローラ 47により及ぼさ
れるような、ニップ圧力は、約 40ポンドである。エネルギ源は、１つの可視光ランプであ
り、ヒュージョンシステムズカンパニーによって製造されたＶ－バルブを含み、 600ワッ
ト／インチ（ 240ワット /cm）で運転した。研摩材スラリーを硬化した後、出来上がったコ
ーテーイングされた研摩材は、基材のフェノールプレサイズの最終硬化に対して 240゜ F（
116℃）で 12時間加熱硬化された。

コーティングされた研摩材製品は 7.6cm× 355cmのエンドレスベルトに変換され、一定負荷
表面グラインダで試験された。略 2.5cm× 5cm× 18cmの予め秤量された 4150軟鋼ワークピー
スがホルダーに取り付けられる。ワークピースは垂直方向に配置され、 2.5cm× 18cmの面
が約 36cmの直径の 65ショアＡジュロメータの刻み目をつけられたコンタクトホイールに対
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面し、コーティングされた研摩材複合材料を流れに乗せて運び、次々と、接触させる。そ
してワークピースは、毎分 20サイクルの速度で 18cmの経路中を垂直方向に往復される一方
、ばね付勢されたプランジャは、ベルトに対してワークピースを付勢する。ベルトが毎分
2050メートルで駆動されるとき、 4.5kg（ 10ポンド）の荷重で、ワークピースをベルトに
付勢する。研摩回数が 32回目を経過した後、ワークピースホルダアセンブリが取り外され
て、元の重量から研摩された後の重量を差し引くことによって計算された除去された材料
の量が再秤量され、新しい、予め秤量されたワークピースおよびホルダが装置に取り付け
られる。さらに、ワークピースの表面あらさ（ Ra）と、場合によっては、 Rtmとも計測さ
れる。これらの手順は以下で説明される。テストの終了時点は、 32回のインターバルで除
去される鋼の量が、最初の 32回の研摩で除去された鋼の量の３分の１より少なくなるとき
、または、ワークピースが焼ける、すなわち、色が変るまでである。

テスト方法Ｉと同じ方法であるが、 1018軟鋼を用いる点が異なる。

約 3cmの直径を有するカエデのだぼのロッドを、旋盤に取り付けられる。カエデのロッド
は、約 3800rpmで回転された。研摩材製品の細片（幅１インチ（ 2.54cm）で長さ 12インチ
（ 2.54cm））が、約 15から 22回、振動なしにだぼロッドに離れないようにされる。研摩後
、だぼロッドはワトコから市販されている桜オイル染料で着色される。
Raは、研摩工業で用いられ一般的なあらさ計測値である。 Raは、平均線からのあらさプロ
フィールの離れ量の計算法として定義されている。 Raは、先端がダイヤモンドの針である
プロフィールメータプローブを用いて計測される。一般に、 Ra値が小さいほど、ワークピ
ース表面仕上げは滑らかすなわち微細である。結果はマイクロメートル単位で記録された
。使用されたプロフィールメータは、ペルセン M4Pであった。
Rtmは、研摩工業で用いられる一般的なあらさ計測値である。 Rtmは、長さを計測するとき
の５つの連続する５つのそれぞれのあらさ深さの平均として定義され、個々のあらさ深さ
は計測線の最大点と最小点との垂直方向距離である。 Rtmは Raと同様に計測された。結果
は、マイクロメートルで記録されている。一般に、 Rtmが小さいほど、仕上げは滑らかで
ある。

本発明の典型的な研摩材製品は、均一な形状と寸法の研摩材複合材料を有する従来のコー
ティングされた研摩材製品と比較される。実施例１は、上述の“研摩材製品を製造する一
般的な方法”にしたがって作られた。比較例Ａは、ミネソタ州セントポールの 3Mカンパニ
ーから市販されているグレード P320　 3M　 201E　 Three－Ｍ－ iteレジンボンドクロス JE－
VFがコーティングされた研摩材であった。これらの研摩材製品はテスト方法Ｉにしたがっ
て試験され、テスト結果は表１に示されている。また、追加の実施例 1Aおよび比較例 AAが
実行された。これは、実施例１および比較例Ａが繰り返されたものであり、テスト方法Ｉ
の代わりにテスト方法 IIを用いた点が異なる。この結果も表１に要約されている。
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テスト方法 II

テスト方法 III

実施例
実施例 1,1Aおよび比較例 A,AA



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上記の結果は、本発明の研摩材製品は、実施例１および実施例 1Aによって示されたように
、もっぱら全く同じ形状の研摩材複合材料を用いる比較例と比べて、より大きいカッティ
ングを示し、より微細な仕上げを与えることを示している。

この組みの実施例は、たった一つの共通の形状と寸法のタイプの研摩材複合材料を基材に
現わす研摩材製品と、本発明の研摩材複合材料を比較した。これらの実施例の全ては、上
記した“研摩材製品を製造する一般的方法”にしたがって作られた。ただし、以下の変更
点がある。研摩材スラリーは、 TMPTAが 20.3、 TATHEICが 8.7、 PH2が１、 ASFが１、 SCAが１
、 40マイクロメートルの WAOが 69の割合で含んでいた。また、比較例ＢないしＥについて
の製造ツールは、エンボス加工されたポリプロピレン熱可塑性プラスチックの連続ウェブ
であって、５面からなる角錐のキャビティ（“ベース”としてのキャビティの開口を含む
。）を含んでいた。比較例ＢないしＥについてのキャビティは、すべて寸法が同じであり
、キャビティは互いに接していた。比較例Ｂのキャビティの高さは約 178マイクロメート
ル、比較例Ｃのキャビティの高さは約 63.5マイクロメートル、比較例Ｄの高さは約 711マ
イクロメートル、比較例Ｅの高さは約 356マイクロメートルであった。
そして、実施例２と比較例ＢないしＥは、上記のテスト方法 IIIにしたがってテストされ
た。比較例ＢないしＥで研摩された染色されたカエデのだぼロッドは、裸眼で見える溝の
証拠を示した。対照的に、本発明を代表する実施例２で研摩された染色されたカエデのだ
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実施例２と比較例ＢないしＥ



ぼロッドは、裸眼で見える溝の証拠は何も示さなかったし、この木のワークピースに非常
に微細な仕上げを作った。
当業者には、本発明の範囲から外れることなく、本発明の種々の修正や変形が明らかとな
るであろう。本発明は、ここで説明された上記各実施例に不当に限定されるべきではない
。
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